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(57)【要約】
【課題】印刷物の束から抜け箇所を特定する作業の作業
性を向上させる。
【解決手段】画像形成装置は、ページの画像データを順
次生成する画像読取部と、印刷を順次行う印刷部と、印
刷物を順次排出する排出部と、設定した排出位置への印
刷物の排出を排出部に行わせる制御部と、を備え、制御
部は、先行読取ページおよび後行読取ページの各ページ
番号を検出し、各ページ番号が連続していない場合、後
行読取ページに対応する印刷物の排出位置を先行読取ペ
ージに対応する印刷物の排出位置とは異なる位置に設定
する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数ページ分の原稿を連続して読み取り、前記原稿の読み取ったページの画像データを
順次生成する画像読取部と、
　前記ページの画像データに基づく印刷を順次行う印刷部と、
　前記印刷で得られた印刷物を順次排出する排出部と、
　前記印刷物の排出位置を設定し、当該設定した前記排出位置への前記印刷物の排出を前
記排出部に行わせる制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記画像読取部が先に読み取った前記ページである先行読取ページおよ
び前記先行読取ページの次に前記画像読取部が読み取った前記ページである後行読取ペー
ジの各ページ番号を検出し、前記先行読取ページおよび前記後行読取ページの各ページ番
号が連続していない場合、前記後行読取ページに対応する前記印刷物の前記排出位置を前
記先行読取ページに対応する前記印刷物の前記排出位置とは異なる位置に設定することを
特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記排出位置は、第１位置と第２位置とがあり、
　前記制御部は、前記先行読取ページおよび前記後行読取ページの各ページ番号が連続し
ていない場合、前記先行読取ページに対応する前記印刷物の前記排出位置が前記第１位置
に設定されていれば前記後行読取ページに対応する前記印刷物の前記排出位置を前記第２
位置に設定し、前記先行読取ページに対応する前記印刷物の前記排出位置が前記第２位置
に設定されていれば前記後行読取ページに対応する前記印刷物の前記排出位置を前記第１
位置に設定することを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　報知部を備え、
　前記制御部は、前記先行読取ページおよび前記後行読取ページの各ページ番号が連続し
ていない場合、前記先行読取ページおよび前記後行読取ページの各ページ番号の間のペー
ジ番号を抜けページ番号と認識し、前記抜けページ番号の報知を前記報知部に行わせるこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記抜けページ番号の報知に加え、前記抜けページ番号の１つ前のペー
ジ番号の前記ページに対応する前記印刷物の前記排出位置と前記抜けページ番号の１つ後
のページ番号の前記ページに対応する前記印刷物の前記排出位置とが異なる旨の報知を前
記報知部に行わせることを特徴とする請求項３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　報知部を備え、
　前記制御部は、前記先行読取ページおよび前記後行読取ページの各ページ番号が連続し
ていないと判断したとき、その都度、前記先行読取ページおよび前記後行読取ページの各
ページ番号が連続していない旨の報知を前記報知部に行わせることを特徴とする請求項１
～４のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記画像読取部による１回目の読み取りから所定回数目の読み取りまで
の間に、所定回数以上、前記先行読取ページおよび前記後行読取ページの各ページ番号が
連続していないと判断した場合、前記画像読取部による読み取りが前記所定回数目に達し
て以降に前記先行読取ページおよび前記後行読取ページの各ページ番号が連続していない
と判断しても、前記先行読取ページおよび前記後行読取ページの各ページ番号が連続して
いない旨の報知を前記報知部に行わせないことを特徴とする請求項５に記載の画像形成装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、原稿を読み取って画像データを生成する画像読取部を備える画像形成装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像読取部が読み取った各ページの画像データに対して文字認識処理を行うこと
により、画像読取部が読み取った各ページのページ番号を検出する画像形成装置が知られ
ている。このような画像形成装置は、たとえば、特許文献１に開示されている。
【０００３】
　特許文献１の画像形成装置は、画像読取部が読み取った各ページのページ番号の順番が
ユーザー指定の順番となっているか否かの判断を行う。そして、特許文献１の画像形成装
置は、画像読取部が読み取った各ページのページ番号の順番がユーザー指定の順番となっ
ていない場合、その旨をユーザーに対して報知する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－２２０５５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　たとえば、画像読取部が読み取ったページのページ番号を検出することが可能な画像形
成装置では、先に読み取ったページ（ここでは、先行読取ページと称する）および次に読
み取ったページ（ここでは、後行読取ページと称する）の各ページ番号が連続しているか
否かを判断することができる。
【０００６】
　ここで、先行読取ページおよび後行読取ページの各ページ番号が連続していないという
ことは、ページの抜けがある可能性が高い。したがって、先行読取ページおよび後行読取
ページの各ページ番号が連続していない場合（ページの抜けがある可能性が高い場合）に
その旨をユーザーに対して報知すれば、ユーザーの利便性が向上する。
【０００７】
　たとえば、画像形成装置で複数ページ分のコピーを行っているとき、ページの抜けがあ
る旨の報知をユーザーが受けたとする。この場合、ユーザーは抜けていたページ（抜けペ
ージ）のコピーを追加的に行う。
【０００８】
　その後、通常では、ユーザーは初回のコピーで得られた印刷物の束から抜けページに対
応する印刷物を挿入すべき個所（抜け箇所）を特定し、抜けページに対応する印刷物を抜
け箇所に挿入する。抜け箇所を特定するには、たとえば、初回のコピーで得られた印刷物
の各ページ番号の順番を確認する作業などを行わなければならない。しかし、このような
作業を行わなければならないのは、ユーザーにとっては煩わしい。
【０００９】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、印刷物の束から抜け箇所を
特定する作業の作業性を向上させることが可能な画像形成装置を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明の画像形成装置は、複数ページ分の原稿を連続して読
み取り、原稿の読み取ったページの画像データを順次生成する画像読取部と、ページの画
像データに基づく印刷を順次行う印刷部と、印刷で得られた印刷物を順次排出する排出部
と、印刷物の排出位置を設定し、当該設定した排出位置への印刷物の排出を排出部に行わ
せる制御部と、を備える。制御部は、画像読取部が先に読み取ったページである先行読取
ページおよび先行読取ページの次に画像読取部が読み取ったページである後行読取ページ
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の各ページ番号を検出し、先行読取ページおよび後行読取ページの各ページ番号が連続し
ていない場合、後行読取ページに対応する印刷物の排出位置を先行読取ページに対応する
印刷物の排出位置とは異なる位置に設定する。
【００１１】
　本発明の構成では、抜けページの１つ前のページ（先行読取ページ）に対応する印刷物
および抜けページの１つ後のページ（後行読取ページ）に対応する印刷物が互いに異なる
位置に排出される。これにより、印刷物の束から抜け箇所を特定する作業の作業性を向上
させることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の構成では、印刷物の束から抜け箇所を特定する作業の作業性を向上させること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態による複合機の構成を示す概略図
【図２】本発明の一実施形態による複合機の排出トレイに排出される印刷物の排出位置を
示す図
【図３】本発明の一実施形態による複合機の構成を示すブロック図
【図４】本発明の一実施形態による複合機の制御部が行う処理の流れを示すフローチャー
ト
【図５】本発明の一実施形態による複合機の操作パネルが表示する報知画面を示す図
【図６】本発明の一実施形態による複合機での連続コピージョブの実行中に排出位置が変
更された場合の排出トレイ上の排出物の状態を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
＜複合機の構成＞
　図１に示すように、本実施形態の複合機１００（「画像形成装置」に相当）は、画像読
取部１を備える。画像読取部１は、原稿Ｄを読み取り、原稿Ｄの読み取ったページの画像
データを生成する。
【００１５】
　画像読取部１は、光源１１およびイメージセンサー１２を備える。光源１１は、原稿Ｄ
に光を照射する。イメージセンサー１２は、原稿Ｄで反射された反射光を受光し光電変換
する。光源１１およびイメージセンサー１２は、画像読取部１の筐体（読取筐体）の内部
に収容される。なお、読取筐体の上面には、コンタクトガラスＧ１およびＧ２が嵌め込ま
れる。コンタクトガラスＧ１は、後述する搬送読取モードでの読取時に用いるコンタクト
ガラスである。コンタクトガラスＧ２は、後述する載置読取モードでの読取時に用いるコ
ンタクトガラスである。
【００１６】
　また、画像読取部１は、原稿搬送ユニット１３を備える。原稿搬送ユニット１３は、読
取筐体の上面に対して開閉可能に取り付けられる。原稿搬送ユニット１３は、原稿セット
トレイ１３１にセットされた原稿ＤをコンタクトガラスＧ１上に搬送し、原稿排出トレイ
１３２に排出する。
【００１７】
　搬送読取モードでは、原稿セットトレイ１３１に原稿Ｄがセットされる。原稿搬送ユニ
ット１３は、原稿セットトレイ１３１にセットされた原稿Ｄを搬送し、原稿排出トレイ１
３２に排出する。原稿搬送ユニット１３による原稿Ｄの搬送中、コンタクトガラスＧ１上
を原稿Ｄが通過する。画像読取部１は、コンタクトガラスＧ１上を通過する原稿Ｄを読み
取って画像データを生成する。
【００１８】
　載置読取モードでは、コンタクトガラスＧ２上に原稿Ｄがセットされる。便宜上、コン
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タクトガラスＧ２上にセットされた原稿Ｄは図示しない。そして、画像読取部１は、コン
タクトガラスＧ２上にセットされた原稿Ｄを読み取って画像データを生成する。
【００１９】
　また、複合機１００は、印刷部２を備える。印刷部２は、用紙搬送路（図１では、破線
矢印で示す）に沿って用紙Ｐを搬送し、搬送中の用紙Ｐに画像を印刷する。コピージョブ
では、画像読取部１が原稿Ｄを読み取って生成したページの画像データに基づく画像の用
紙Ｐへの印刷が印刷部２により行われる。
【００２０】
　印刷部２は、給紙ローラー対２１を備える。給紙ローラー対２１は、用紙カセットＣＡ
に収容された用紙Ｐを用紙搬送路に給紙する。たとえば、用紙カセットＣＡの上方にはピ
ックアップローラー（図示せず）が設置される。給紙ローラー対２１が用紙搬送路に用紙
Ｐを給紙するときには、ピックアップローラーによって用紙カセットＣＡから用紙Ｐが引
き出される。
【００２１】
　なお、図示しないが、印刷部２は、用紙搬送路に沿って用紙Ｐを搬送するための搬送ロ
ーラー対を複数備える。用紙搬送路に給紙された用紙Ｐは、搬送ローラー対により、用紙
搬送路に沿って搬送される。
【００２２】
　また、印刷部２は、画像形成部２２を備える。画像形成部２２は、感光体ドラム２２１
および転写ローラー２２２を備える。なお、図示しないが、画像形成部２２は、感光体ド
ラム２２１の周面を帯電させる帯電装置、感光体ドラム２２１の周面上に静電潜像を形成
する露光装置、および、感光体ドラム２２１の周面上の静電潜像をトナー像に現像する現
像装置も備える。
【００２３】
　感光体ドラム２２１および転写ローラー２２２は、互いに圧接し、転写ニップを形成す
る。搬送中の用紙Ｐが転写ニップを通過するとき、感光体ドラム２２１の周面上のトナー
像が用紙Ｐに転写される。
【００２４】
　また、印刷部２は、定着ローラー対２３を備える。定着ローラー対２３は、加熱ローラ
ーおよび加圧ローラーを含む。加熱ローラーは、ヒーターを内蔵する。加圧ローラーは、
加熱ローラーに圧接し、加熱ローラーとの間で定着ニップを形成する。搬送中の用紙Ｐ（
トナー像が転写された用紙Ｐ）が定着ニップを通過することにより、用紙Ｐにトナー像が
定着される。
【００２５】
　ここで、複合機１００は、後処理装置３を備える。後処理装置３には、排出トレイ３１
が設けられる。後処理装置３は、印刷部２による印刷で得られた印刷物（トナー像が転写
された用紙Ｐ）を印刷部２から受け入れ、排出トレイ３１に印刷物を排出する。後処理装
置３は「排出部」に相当する。
【００２６】
　後処理装置３は、排出トレイ３１に排出する印刷物に対して後処理を行う。たとえば、
パンチ処理やステープル処理が行われる。さらに、後処理装置３が行う後処理として、シ
フト処理がある。
【００２７】
　後処理装置３は、シフト処理として、排出トレイ３１に排出する印刷物を排出方向と直
交する幅方向（図１の紙面に対して垂直な方向）にシフトさせる処理を行う。後処理装置
３にシフト処理を行わせることにより、排出トレイ３１上での印刷物の排出位置を変える
ことができる。たとえば、図２左図に示すように、或る印刷物（図２では、符号Ｐａを付
す）が排出トレイ３１に既に排出されているとする。そして、次の印刷物（ここでは、符
号Ｐｂを付す）の排出時にシフト処理が行われたとする。この場合、図２右図に示すよう
に、排出トレイ３１上において、印刷物Ｐａの排出位置に対して印刷物Ｐｂの排出位置が
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幅方向にシフトする。
【００２８】
　また、図３に示すように、複合機１００は、制御部４および記憶部５を備える。制御部
４は、ＣＰＵを含む。制御部４は、制御用のプログラムおよびデータに基づき動作し、複
合機１００の各部を制御する。
【００２９】
　記憶部５は、ＲＯＭおよびＲＡＭを含む。記憶部５は、制御用のプログラムおよびデー
タを記憶する。記憶部５は、制御部４に接続される。制御部４は、記憶部５からの情報の
読み出しおよび記憶部５への情報の書き込みを行う。
【００３０】
　ここで、制御部４は、画像読取部１が原稿Ｄを読み取って生成したページの画像データ
に含まれる文字（アラビア数字、ローマ数字および漢数字などの数字を含む）を認識する
処理である文字認識処理を行う。制御部４による文字認識処理では、たとえば、ＯＣＲ（
Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ）技術が用いられる。
【００３１】
　制御部４に文字認識処理を行わせるため、パターンマッチング用の標準パターン（文字
パターン）を格納する文字データベースが記憶部５に記憶される。制御部４は、文字認識
処理を行うとき、処理対象の画像データから文字画像を抽出し、当該抽出した文字画像と
標準パターンとを比較することによって文字を認識する。
【００３２】
　制御部４には、画像読取部１および印刷部２が接続される。制御部４は、画像読取部１
を制御するとともに、印刷部２を制御する。
【００３３】
　また、制御部４には、後処理装置３が接続される。制御部４は、後処理装置３を制御す
る。すなわち、制御部４は、後処理装置３による後処理（パンチ処理、ステープル処理お
よびシフト処理）を制御する。
【００３４】
　制御部４は、後処理装置３が行うシフト処理を制御するため、排出トレイ３１上での印
刷物の排出位置を設定する排出位置設定処理を行う。言い換えると、制御部４は、印刷物
のシフト方向およびシフト量を設定する。そして、制御部４は、排出位置設定処理で設定
した排出位置への印刷物の排出を後処理装置３に行わせる。
【００３５】
　また、複合機１００は、操作パネル６を備える。操作パネル６は、タッチスクリーンお
よびハードウェアボタンを備える。タッチスクリーンは、ソフトウェアボタンやメッセー
ジを配した画面を表示し、表示画面に対する操作をユーザーから受け付ける。ハードウェ
アボタンは、操作パネル６に複数設けられる。操作パネル６に設けられるハードウェアボ
タンとしては、コピージョブの実行指示をユーザーから受け付けるためのスタートボタン
などがある。
【００３６】
　操作パネル６は、制御部４に接続される。制御部４は、操作パネル６の表示動作を制御
する。また、制御部４は、操作パネル６に対して行われた操作を検知する。
【００３７】
＜ページ抜けチェック機能＞
　複合機１００には、ページ抜けチェック機能が搭載される。ページ抜けチェック機能の
有効／無効の設定は操作パネル６がユーザーから受け付ける。操作パネル６は、ページ抜
けチェック機能が有効に設定された状態で、スタートボタンに対する操作が行われると、
当該操作を連続コピージョブ（複数ページ分の原稿Ｄを連続してコピーするジョブ）の実
行指示として受け付ける。
【００３８】
　制御部４は、連続コピージョブの実行指示を操作パネル６が受け付けると、連続コピー
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ジョブを開始する。すなわち、制御部４は、画像読取部１、印刷部２および後処理装置３
にジョブ開始命令を与える。画像読取部１は、複数ページ分の原稿Ｄを連続して読み取り
、原稿Ｄの読み取ったページの画像データを順次生成する。印刷部２は、画像読取部１が
生成したページの画像データに基づく印刷を順次行う。後処理装置３は、印刷部２による
印刷で得られた印刷物を排出トレイ３１に順次排出する。
【００３９】
　なお、制御部４は、原稿セットトレイ１３１に原稿Ｄがセットされていれば、画像読取
部１による原稿Ｄの読み取りを搬送読取モードで行わせる。一方で、制御部４は、原稿セ
ットトレイ１３１に原稿Ｄがセットされていなければ、画像読取部１による原稿Ｄの読み
取りを載置読取モードで行わせる。原稿セットトレイ１３１に原稿Ｄがセットされていな
いということは、載置読取モード用のコンタクトガラスＧ２上に原稿Ｄがセットされてい
るということである。載置読取モードでの連続コピージョブでは、画像読取部１による読
み取りが１回終わるごとに、操作パネル６のスタートボタンに対する操作を行う必要があ
る。
【００４０】
　制御部４は、連続コピージョブを開始するとき、後処理装置３が排出する印刷物の排出
トレイ３１上での排出位置を設定する。ページ抜けチェック機能が有効に設定されている
場合には、デフォルト位置である第１位置および第１位置に対して幅方向に所定量ずれた
位置である第２位置のいずれかが排出位置に設定される。特に限定されないが、図２に示
した印刷物Ｐａの排出位置が第１位置であり、図２に示した印刷物Ｐｂの排出位置が第２
位置である。
【００４１】
　たとえば、連続コピージョブの開始時点では、印刷物の排出位置が第１位置に設定され
る。言い換えると、制御部４は、画像読取部１が１回目に読み取ったページに対応する印
刷物の排出位置を第１位置に設定する。制御部４は、画像読取部１が１回目に読み取った
ページに対応する印刷物が排出トレイ３１に排出されるまでは排出位置を変更しない。こ
れにより、連続コピージョブの１枚目の印刷物は第１位置に排出される。
【００４２】
　また、制御部４は、画像読取部１が１回目に読み取ったページのページ番号を検出する
ため、画像読取部１が１回目に読み取ったページの画像データに対して文字認識処理を行
う。このとき、制御部４は、処理対象の画像データのうち所定領域に対して文字認識処理
を行い、所定領域に含まれる数字をページ番号として検出する。たとえば、所定領域はユ
ーザーにより設定される。所定領域の設定は操作パネル６がユーザーから受け付ける。通
常では、ヘッダー領域またはフッター領域が所定領域として設定される。
【００４３】
　なお、制御部４は、画像読取部１が２回目以降に読み取ったページのページ番号も検出
する。すなわち、画像読取部１が先に読み取ったページである先行読取ページおよび先行
読取ページの次に画像読取部１が読み取ったページである後行読取ページの各ページ番号
の検出が制御部４により行われる。制御部４は、画像読取部１が２回目以降に読み取った
ページの画像データに対しても、画像読取部１が１回目に読み取ったページの画像データ
に対して行った文字認識処理（ページ番号を検出するための処理）と同様の処理を行う。
【００４４】
　そして、制御部４は、画像読取部１が１回目に読み取ったページの画像データからペー
ジ番号を検出できた場合、画像読取部１による２回目の読み取り以降、画像読取部１によ
る読み取りが１回終わるごとに、ページの抜けをチェックする処理を行う。以下に、図４
に示すフローチャートを参照し、具体的に説明する。
【００４５】
　図４に示すフローチャートのスタート時点では、画像読取部１による１回目の読み取り
が終了しており、画像読取部１が１回目に読み取ったページのページ番号を制御部４が検
出できているとする。また、画像読取部１が１回目に読み取ったページに対応する印刷物
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が第１位置に排出されている（排出位置が第１位置に設定されている）とする。
【００４６】
　ステップＳ１において、制御部４は、画像読取部１が新たに読み取ったページの画像デ
ータを処理対象として取得する。そして、制御部４は、処理対象の画像データに対して文
字認識処理を行うことにより、画像読取部１が新たに読み取ったページのページ番号を検
出する。このときの文字認識処理で処理対象となるのは画像読取部１による２回目以降の
読み取りで得られたページの画像データである。
【００４７】
　ステップＳ２において、制御部４は、先行読取ページおよび後行読取ページの各ページ
番号が連続しているか否かを判断する。たとえば、ステップＳ１で検出されたページ番号
が２回目に読み取られたページのページ番号である場合には、１回目に読み取られたペー
ジが先行読取ページとなり、２回目に読み取られたページが後行読取ページとなる。ステ
ップＳ１で検出されたページ番号が３回目に読み取られたページのページ番号である場合
には、２回目に読み取られたページが先行読取ページとなり、３回目に読み取られたペー
ジが後行読取ページとなる。
【００４８】
　ステップＳ２において、先行読取ページおよび後行読取ページの各ページ番号が連続し
ていないと制御部４が判断した場合には、ステップＳ３に移行する。ステップＳ３に移行
すると、制御部４は、先行読取ページおよび後行読取ページの各ページ番号の間のページ
番号を抜けページ番号として認識する。そして、制御部４は、抜けページ番号を示す情報
を記憶部５に記憶させる。
【００４９】
　ステップＳ４において、制御部４は、先行読取ページに対応する印刷物の排出位置が第
１位置であるか否かを判断する。その結果、先行読取ページに対応する印刷物の排出位置
が第１位置であると制御部４が判断した場合には、ステップＳ５に移行し、先行読取ペー
ジに対応する印刷物の排出位置が第２位置であると制御部４が判断した場合には、ステッ
プＳ６に移行する。
【００５０】
　ステップＳ５に移行した場合、制御部４は、後行読取ページに対応する印刷物の排出位
置を第２位置に設定（変更）する。一方で、ステップＳ６に移行した場合、制御部４は、
後行読取ページに対応する印刷物の排出位置を第１位置に設定（変更）する。
【００５１】
　たとえば、先行読取ページが１回目に読み取られたページであり、後行読取ページが２
回目に読み取られたページである場合には、先行読取ページに対応する印刷物の排出位置
は第１位置に設定されているので、後行読取ページに対応する印刷物の排出位置は第２位
置に設定される。また、先行読取ページが２回目以降に読み取られたページであり、先行
読取ページに対応する印刷物の排出位置が第２位置に設定されている場合には、後行読取
ページに対応する印刷物の排出位置は第１位置に設定される。
【００５２】
　排出位置の設定後、ステップＳ７に移行する。ステップＳ２において、先行読取ページ
および後行読取ページの各ページ番号が連続していると制御部４が判断した場合にも、ス
テップＳ７に移行する。ステップＳ２から他のステップを経由せずステップＳ７に移行し
た場合、制御部４は、後行読取ページに対応する印刷物の排出位置を先行読取ページに対
応する印刷物の排出位置と同じ位置に設定する（排出位置を変更しない）。
【００５３】
　ステップＳ７において、制御部４は、現在設定されている排出位置が第１位置であるか
否かを判断する。ステップＳ５またはステップＳ６を経由してステップＳ７に移行した場
合、制御部４は、変更後の排出位置が第１位置であるか否かを判断する。その結果、現在
設定されている排出位置（変更後の排出位置）が第１位置であると制御部４が判断した場
合には、ステップＳ８に移行し、現在設定されている排出位置（変更後の排出位置）が第
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２位置であると制御部４が判断した場合には、ステップＳ９に移行する。
【００５４】
　ステップＳ８に移行した場合、制御部４は、画像読取部１が読み取ったページの画像デ
ータに基づく印刷を印刷部２に行わせる。そして、制御部４は、後処理装置３を制御し、
印刷部２による印刷で得られた印刷物を排出トレイ３１上の第１位置に排出させる。
【００５５】
　ステップＳ９に移行した場合、制御部４は、画像読取部１が読み取ったページの画像デ
ータに基づく印刷を印刷部２に行わせる。そして、制御部４は、後処理装置３を制御し、
印刷部２による印刷で得られた印刷物を排出トレイ３１上の第２位置に排出させる。
【００５６】
　ステップＳ１０において、制御部４は、連続コピージョブが完了したか否か（処理対象
とすべき画像データが残っていないか否か）を判断する。搬送読取モードでの連続コピー
ジョブでは、原稿セットトレイ１３１から原稿Ｄが無くなった場合に、連続コピージョブ
が完了したと制御部４が判断する。載置読取モードでの連続コピージョブでは、連続コピ
ージョブの終了指示を操作パネル６がユーザーから受け付けた場合に、連続コピージョブ
が完了したと制御部４が判断する。
【００５７】
　ステップＳ１０において、連続コピージョブが完了していないと制御部４が判断した場
合、ステップＳ１に移行する。この場合には、図４に示すフローチャートに沿った処理が
制御部４により繰り返される。すなわち、制御部４は、画像読取部１による読み取りが１
回終わるごとに、画像読取部１が１回前に読み取ったページ（当該ページが先行読取ペー
ジとなる）および画像読取部１が今回読み取ったページ（当該ページが後行読取ページと
なる）の各ページ番号が連続しているか否かを判断する。
【００５８】
　ステップＳ１０において、連続コピージョブが完了したと制御部４が判断した場合、ス
テップＳ１１に移行する。ステップＳ１１に移行すると、制御部４は、抜けページ番号を
示す情報が記憶部５に記憶されているか否かを判断する。その結果、抜けページ番号を示
す情報が記憶部５に記憶されていると制御部４が判断した場合には、ステップＳ１２に移
行し、抜けページ番号を示す情報が記憶部５に記憶されていないと制御部４が判断した場
合には、本フローは終了する。
【００５９】
　ステップ１２に移行すると、制御部４は、ページの抜けがある旨の報知を操作パネル６
に行わせる。この構成では、操作パネル６が「報知部」に相当する。このとき、操作パネ
ル６は、図５に示すような報知画面６０を表示し、ページの抜けがある旨をユーザーに対
して報知する。
【００６０】
　報知画面６０には、抜けページ番号を含む報知メッセージＭＧ１が表示される。図５に
示す例では、「ａａ」に抜けページ番号が挿入される。
【００６１】
　また、報知画面６０には、抜けページ番号の１つ前のページ番号のページに対応する印
刷物の排出位置と抜けページ番号の１つ後のページ番号のページに対応する印刷物の排出
位置とを異ならせた旨の報知メセージＭＧ２が表示される。
【００６２】
　たとえば、ページの抜けがある場合、排出トレイ３１上の印刷物の状態は、図６に示す
ようになる。図６では、抜けページ番号の１つ前のページ番号のページに対応する印刷物
に符号Ｐ１を付し、抜けページ番号の１つ後のページ番号のページに対応する印刷物に符
号Ｐ２を付す。先行読取ページおよび後行読取ページの各ページ番号が連続していないと
制御部４が判断した回数が２回である場合に、図６に示す状態となる。
【００６３】
　なお、制御部４は、ページ抜けチェック機能が有効に設定されていても、画像読取部１
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が１回目に読み取ったページのページ番号を検出できなければ、連続コピージョブの実行
中、印刷物の排出位置を変更しない。すなわち、制御部４は、画像読取部１が２回目以降
に読み取ったページに対応する印刷物の排出位置を全て画像読取部１が１回目に読み取っ
たページに対応する印刷物の排出位置と同じ位置に設定する。このため、連続コピージョ
ブの全ての印刷物が排出トレイ３１上の同じ位置に排出される。
【００６４】
　本実施形態の複合機１００（画像形成装置）は、上記のように、複数ページ分の原稿Ｄ
を連続して読み取り、原稿Ｄの読み取ったページの画像データを順次生成する画像読取部
１と、ページの画像データに基づく印刷を順次行う印刷部２と、印刷で得られた印刷物を
順次排出する後処理装置３（排出部）と、印刷物の排出位置を設定し、当該設定した排出
位置への印刷物の排出を後処理装置３に行わせる制御部４と、を備える。制御部４は、画
像読取部１が先に読み取ったページである先行読取ページおよび先行読取ページの次に画
像読取部１が読み取ったページである後行読取ページの各ページ番号を検出する。そして
、制御部４は、先行読取ページおよび後行読取ページの各ページ番号が連続していない場
合、後行読取ページに対応する印刷物の排出位置を先行読取ページに対応する印刷物の排
出位置とは異なる位置に設定する。
【００６５】
　本実施形態の構成では、コピーすべきページが抜けていた場合、当該抜けていた抜けペ
ージの１つ前のページ（先行読取ページ）に対応する印刷物および抜けページの１つ後の
ページ（後行読取ページ）に対応する印刷物が互いに異なる位置に排出される。具体的に
は、排出トレイ３１上において、抜けページの１つ前のページに対応する印刷物の排出位
置が抜けページの１つ後のページに対応する印刷物の排出位置に対して幅方向に所定量ず
れた状態となる（図５参照）。これにより、印刷物の束から抜け箇所（抜けページに対応
する印刷物を挿入すべき箇所）を特定する作業の作業性を向上させることができる。なお
、本実施形態の構成では、印刷物の束のうち印刷物が幅方向にずれている箇所が抜け箇所
となる。
【００６６】
　また、本実施形態では、上記のように、制御部４は、先行読取ページおよび後行読取ペ
ージの各ページ番号が連続していない場合、先行読取ページに対応する印刷物の排出位置
が第１位置に設定されていれば後行読取ページに対応する印刷物の排出位置を第２位置に
設定し、先行読取ページに対応する印刷物の排出位置が第２位置に設定されていれば後行
読取ページに対応する印刷物の排出位置を第１位置に設定する。これにより、先行読取ペ
ージおよび後行読取ページの各ページ番号が連続していない場合、容易に、先行読取ペー
ジに対応する印刷物の排出位置と後行読取ページに対応する印刷物の排出位置とを異なら
せることができる。
【００６７】
　また、本実施形態では、上記のように、制御部４は、先行読取ページおよび後行読取ペ
ージの各ページ番号が連続していない場合、先行読取ページおよび後行読取ページの各ペ
ージ番号の間のページ番号を抜けページ番号と認識し、抜けページ番号の報知を操作パネ
ル６（報知部）に行わせる。また、制御部４は、抜けページ番号の報知に加え、抜けペー
ジ番号の１つ前のページ番号のページに対応する印刷物の排出位置と抜けページ番号の１
つ後のページ番号のページに対応する印刷物の排出位置とが異なる旨の報知を操作パネル
６に行わせる。すなわち、制御部４は、報知メッセージＭＧ１およびＭＧ２を操作パネル
６に表示させる。これにより、抜け箇所の特定作業を行おうとしているユーザーの利便性
を向上させることができる。
【００６８】
　ここで、以下の変形例のように構成してもよい。
【００６９】
　制御部４は、先行読取ページおよび後行読取ページの各ページ番号が連続していないと
判断したとき、その都度、ページの抜けがある旨（先行読取ページおよび後行読取ページ
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の各ページ番号が連続していない旨）の報知を操作パネル６に行わせる。
【００７０】
　ただし、ページの抜けがある度に報知が行われると、ユーザーが煩わしく感じる場合が
ある。また、ユーザーによっては、意図的にページを抜かしている場合がある。そこで、
以下のように構成してもよい。
【００７１】
　制御部４は、画像読取部１による１回目の読み取りから所定回数目（たとえば、十数回
目）の読み取りまでの間に、所定回数以上、先行読取ページおよび後行読取ページの各ペ
ージ番号が連続していないと判断した場合、画像読取部１による読み取りが所定回数目に
達して以降に先行読取ページおよび後行読取ページの各ページ番号が連続していないと判
断しても、ページ抜けがある旨の報知を操作パネル６に行わせない。
【００７２】
　なお、複合機１００に音出力部をさらに設け、先行読取ページおよび後行読取ページの
各ページ番号が連続していないと制御部４が判断したとき、その都度、音出力部から警告
音を出力してもよい。音出力部は、警告音の音データを記憶するメモリーや、警告音を出
力するスピーカーなどを含む。この構成では、音出力部も「報知部」として機能する。
【００７３】
　今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって、制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は、上記実施形態の説明ではなく特許請求の範囲によっ
て示され、さらに、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれ
る。
【符号の説明】
【００７４】
　１　画像読取部
　２　印刷部
　３　後処理装置（排出部）
　４　制御部
　６　操作パネル（報知部）
　１００　複合機（画像形成装置）
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